
 
 
 
 

令和 3年度地域包括支援センター運営協議会 
（書面会議）に関するご意見等（集計） 

 

１ 書面審議を行う議案 

 （１） 地域包括支援センターの設置等に関する事項（資料Ｐ２～Ｐ３） 

   １） 地域包括支援センターの担当する圏域の設定と職員配置 

   ２） 指定介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント事業の委託について 

運営協議会委員の承認結果 

〇事務局案を 【 承認する（ 7  名）・ 承認しない（ 0  名）】 

  

 （２）地域包括支援センターの運営に関すること 

   １） 令和２年度事業及び決算報告について（Ｐ６～Ｐ２２） 

運営協議会委員からの意見等 意見に対する考え 

仲村運営協議会委員 

送付された文書に目を通したが、初めて

目にする内容が多く、事業内容を理解する

のに苦労した。よって、全ての事項につい

て承認致しますが意見、質問についてはさ

し控えます。 

  

コロナ感染拡大防止のため対面会議の

開催ができず、初めて運営協議会委員に 

委嘱された方には内容説明をさせていた

だきます。 

 

 

 

野邊運営協議会委員 

総合相談支援業務で国見圏域の相談件

数が他圏域に比し、割合的に多い。各圏域

の高齢化率に関連していると考えるが、近

い将来、国東市全体の高齢化が進行すると

考えると、それに併せ相談件数が徐々に増

加すると想定される。担当人員の育成、確

保が難しいなかで、例えば、簡単な相談内

容であればＩＣＴ、ＩＯＴを含めた戦略を

３年後以降に構築するなどして対応した

ほうがいいのでは？加えてネット環境の

充実、整備も重要なテーマともなろうが、

関連機器の取扱も高齢者にわかりやすい

ものにしなければならない。 

 

  

業務の効率化としてのＩＣＴの活用に

つきましては、ケアマネジメントの平準化

及び効率化等を目的として県がモデル事

業を実施しており、参画している自治体

が、令和２年度に４自治体、令和３年度に

５自治体あります。各自治体からの中間報

告では、システムの慣れや既存のシステム

との入力作業の煩雑さなど解決できてい

ないようですが、一方で導入のメリットも

あるようです。 

 国東市としても検討していけたらと思

います。 

  

  

別紙 １ 



２）令和３年度事業計画及び予算（Ｐ２３～Ｐ２８） 

運営協議会委員からの意見等 意見に対する考え 

野邊運営協議会委員 

在宅医療・介護連携推進事業の医療介

護関係者の情報共有の支援において、心

不全パンデミックへの対策に係わる情報

共有は欠かすことができない。現在、県

の事業として、心不全包括ケアの事業が

進行中であり、心不全ポイントを活用し

た心不全再入院の減少に取り組んでいる

ところである。周知・啓発の意を含め、

国東市としても事業の一つとして取込

み、協力して頂けないだろうか。 

 

多職種を交えて機能することと思います

ので、在宅医療介護連携推進会議において

も検討していただき、医療と介護の連携で

可能な取り組みについて協議していければ

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３）その他 

        今後の地域包括支援センターのあり方について（別紙（３）その他） 

運営協議会委員からの意見等 意見に対する考え 

仲村運営協議会委員 

支援センター運営内容をよく理解して

いないので、地域包括ケアをよく理解し

ている有識者を交えての、今後の支援セ

ンターのあり方について検討することに

賛成です。 

 

 

 

委員と有識者を交えての会議の中で、 

検討していきたいと思います。 

菅運営協議会委員 

公正、公平性が担保できるような事業 

者の選任が重要と考えます。 

 

委員と有識者を交えての会議の中で、 

検討していきたいと思います。 

 



藤垣運営協議会委員 

直営でのメリット、デメリットは理解 

できました。将来的にも安定した民間に 

委託できれば良いですが、難しいのでは 

ないでしょうか。全地区を網羅するのは 

直営の方が安心であるように思います。 

 

委員と有識者を交えての会議の中で、 

検討していきたいと思います。 

野邊運営協議会委員 

医療・介護関連の事業の要となる部署

であるだけに、個人的には市の直営での

継続を希望するが・・ 

直営のメリット・デメリットについて 

言及されているが、果たして委託した場

合に直営のデメリットを解消できるので

しょうか？委託のメリット・デメリット

の意見についても言及して頂けると、セ

ンターのあり方についての議論が深ま

り、整理できると思いますが・・。 

また、上記の「令和２年度事業および

決算報告について」の中で記載したもの

と類似の意見であるが、例えば、簡単な

相談内容であればＩＣＴ、ＩＯＴを含め

た戦略を構築するなどして対応できれ

ば、多少なりとも余力を持てるようにな

るのでないでしょうか？ 

 

 

 

委員と有識者を交えての会議の中で 

検討したいと思います。 

その際には、委託のメリット・デメリッ

トについてもご提示できるよう準備いたし

ます。 

 

 

 

 

 

今年度９月に、国東市に居住する高齢者

の県外にいる家族の方を対象に、「認知症  

オンライン相談会」を実施したところです。 

疋田運営協議会委員 

あり方を検討することは賛成です。 

ただ、仮に委託とした場合、委託先が国 

東市内にあるのでしょうか？ 

 専門職の人材不足など、根本的な課題 

も要件等と思います。 

  

人材不足については、お察しの通りです。 

委員と有識者を交えての会議の中で 

検討していきたいと思います。 

  

 

 

 


